
二
重

末

代

念

佛

授

手

印

千

葉

夏

導

剛

大

慧

個
人
を
生

か
し
瓧
會
を
生

か
し
、
延

ひ
て
個
人
的

に
も
家
族
的
に
も
、
國
家
的
に
も
國
際
的

に
も
.
其

の
行
詰

り
を
打

開
し
、

其
の
涵
濁
を
淨
化
し
、
歪
曲
を
中
正

に
し
、
廣

ぐ

一
切
を
し

て
永
逋
の
安
定
ー
1

無
量
瑩
甲
;

巴
、
無
窮
の
彌
榮

f
ー
無
量
光
l
ー

ビ
を
味
得
し
體
驗
せ
し
む
る
根
本
基
礎
た
る
、
吾
が
宗
乘
の
要
諦
i

機
行
解
證
信
ー

五
重
傳
燈
の

綱
格

に
於

て
、
今
此

の

二
重

の
位
置

こ
そ
、
そ
の
五
重
傳
燈
の
中
軸

で
あ
り
中
堅
の
力

巴
な

つ
て
居

る
の
で
あ
る
o
元
來
宗
敷
の
實
際
は
理
論
的

觀
念
の
遊
戯

で
も
な

く
、
概
念
形
式
の
弄

び
で
も

な

い
、

其
の
信
條
を
邂
奉
し
實
踐
の
行
法
を
精
進
す

る
點

に
あ
る
o
前

の
初
重

に
於

て
は
、
豫

め
自
己
の
機
分
器
量
を
照
顧
し
、
吾
人
が
眞
實

に
生

き
る
筋
道

の
投
機
如
何
を

知
る
に
あ

つ
た
、

今

此
の

二
重
は
其

の
機

1

-
器
量
-ー

に
相
當
す

る
實
踐
行
法
如
何
を
沙
汰
し

.
所
謂
機
法

一
致
、
信
行
双
備
の
妙
諦
を

味
得

せ
し
む

る
筋
道
を

明
徴
に
す

る
の
で
あ

る
、
從

っ
て

初
、

二
重

の
關
係

は
、
先
哲
之
れ
に
就

て
、
作
者
次
第

冠
機
法
次
第

ざ
の
爾
面

か
ら
關
係
付
け
ら
れ

て
る
、
即
ち
初
重
は

=
=



三

二

宗
祀
法
然
上
人
の
作
、
今
此
の
二
重
は
鎭
西
上
人
の
述
作
た
る
末
代
念
佛
授
手
印
、
之
れ
列
組
の
次
第
順
序
に
基
く
精
憩

よ
り
此
の
二
重
の
設
定
を
見
た
譯
で
あ
る
o
次
に
機
法
次
第
芝
は
、
凡
そ
法
は
如
何
に
高
樹
で
あ
つ
て
も
、
機
ε

一
致
せ

ざ
る
時
は
其
の
妙
用
を
發
揮
す
る
事
が
出
來
す
、
機
法

一
致
し
て
始
め
て
功
驗
顯
著
で
あ
る
、
故
に
今
機
法

一
致
を
基
調

ε
し
て
、
初
重
の
知
機
に
次
て
其
實
踐
の
行
法
を
沙
汰
さ
れ
た
譯
で
あ
る
、
叉
其
の
機
を
先
に
す
る
所
以
は
疾
前
無
藥
機

前
無
敷
の
意
に
外
な
ら
す
、
投
機
鈔
に
は
機
前
法
後
の
例
證
を
導
師
の
御
疏
に
求
め
來
て

ニ

ト

ト

ヲ

ト

し
テ

機
法

二
種
略
釋
o
就
人
就
行
廣
釋
、
共
人
機

爲

レ先
法
行

爲

レ後
o

云
々

ざ
述

べ
て
あ
る
o
斯

く
知
機

に
次

て
行
法
の
來

る
必
然

の
關
係
は
明
了

で
あ

る
が
、
扨

て
吾
が
宗
の
傳
書
中
、
行
法
を
明

か
せ
る
も

の
必
し
も
授
手
印
の
み
に
限
ち
な

い
、
然

か
る
に
今
此

の
二
重

の
設
定
に
當

て
、
何
故

に
特

に
授
手
印
を
選

び

以

て
之
れ

に
配
し
た
る
か
o

未
だ
古
人

の
言
を
聞
か
す

ビ
雖
も
、
思
ふ

に

授
手
印
を
選
び
配
す
る
所
以
、
本

よ
り
作
者
次
第

ε
云
は

や
論
す

る
餘
地
な
け
れ
こ
も
、
察
す

る
に
授
手
印
は

1

正

し
ぐ
善
導
元
祀

の
正
義
を
禀
承

せ
る
末
代

の
龜
鑑
た

る
事
0

2

其
の
内
容
個
條
の
整

備
せ
る
事
0

3

偏
に
宗
義

の
純
粹
隨
自
意
、
廢
立
、
本
願

に
立
脚
し

て
法
數
を
取
捌
け
る
事
Q

4

其

の
説
述
、
宗
敷
的
權
威
最
も
濃
厚

に
し

て
、
而

か
も
簡
潔
明
徴
な
る
事
0

5

邇
作

の
縁
由
、
他

ε
異

り
、
特

に
二
組

が
心
血
を
傾
投
し

て
敷
團
の
信
仰
統
制

に
盡
し
、
以

て
師
資

傳
燈
寫
瓶
無



異
途
の
證
驗
を
印
せ
ら
れ
た
る
事
o

或
は
他
の
深
意
の
存
す

る
や
計

る
べ
か
ら
さ
れ
こ
も
、
先
づ
此

等
の
理
由
が
授
手
印
を
選
び
以

て
二
重

に
配
せ
ら
れ
し

一

面

の
理
由

に
は
あ
ら
ざ
る
か
、
大
方
諸
賢

の
提
棚
を
待

つ

o

二

末

代

念

佛

授

手

印

末
代
念
佛
授
手
印

】
卷
は
、

二
租
鎭
西
上
人
が
、
宗
祀
隨
從
入
ケ
年
の
禀
承
ロ
傳
、
載
せ
て
遺
漏
な
く
、
敖
義
的
方
面
I

i
ー

一
宗
の
宗
義

-

巴
、
實
踐
的
方
面

-1

一
宗
の
行
儀
i
ー

ざ
の
奥
旨
を
述

べ
、
解
脱
の
要
諦
を

指
南
し
、
宗
祀
門

流
の
正
邪
朱
紫
を
鮮
明

に
し
、

一
門

の
信
仰
統
制
を
計
ら
れ
た

の
で
あ

る
、
そ
れ
故
此
書
は
淨
土

一
宗
の
傳
燈
弘
法
の
中

軸
た

る

べ
ぐ
。
敷
義
内
容

の
龜
鑑
、
信
仰
問
題
の
規
準

巴
な
る

べ
き
も
の
で
あ

る
〇

三
祀
は
决
答
鈔
に

「
此
書
は
末
代
濁

世
の
指
南
、
念
佛
往
生

の
目
足
た

る
也
」

ε
、

叉
彦
山
の
砧
阿
が

「
聖
光
房
製
作
の
授
手
印
は
末
代

に
光
を
放

つ
べ
き
書

な
り
」

巴
の
靈
告
を
蒙

つ
た
事
を
記
し

て
、
此
書
の
重
す

べ
き
事
を
述

べ
て
、
貞
極
上
人
は

授

手
印

の
書
は
、
淨

土
眞
宗
臼
籏
の

一
流
に
於

て
法
界
第

一
の
書
な
り

(貞
極
全
集
34

五
重
廢
立
鈔
)

ε
讃
美

さ
れ
、
大
玄
僭
正
は

こ
ス
ト
モ

欲

レ
知
二
吉
水
眞
面
目
一
者
、
段
倉
疎
漏
二

三
經

一
論

一、
宜
三
諳
誦
二
授
手
印

一
卷

↓云
々

此
書

こ
そ
實

に
本
宗
の
宗
義
上
、
最
も
權
威
あ

る
龜
鑑

ε
な

つ
て
あ
る
o

叉
此
書

の

三
三



三
四

逑
作

の
動
機

は
、
固
よ
り
宗
租
門
下
の
異
端
を
排
し
正
義
を
顯
彰
す

る
、
正
流
護
持
の
精
紳
な
る
事
は
勿
論

で
あ
る
が
今

此
書

の
序
文

に
ょ
る
ε

上
人
往
生

の
後
、
其
義
を
水
火

に
諍

ひ
、
そ
の
論
を
蘭
菊

に
致
し
還

て
念
佛
の
行
を
失
ひ
、
室
し

く
淨
土

の
業
を
廢
す

(
授

手
印
序
文

)

ざ
あ
る
如

ぐ
、
宗
租
の
滅
後
、
異
義
邪
説
四
方

に
起
り
、

朱
紫
紛
亂
、
正
流
爲

に
渥

濁
し
去
ら
ん
ご
す
る
勢

で
あ

つ
た

此

に
於

て
二
租
鎭
西
上
人
、
深
憂
措
く
能
は
す
、
憤
然
起

て
門
F
を
集

め
、
肥
後
國
白
川
往
生

院
に
於

て
、

四
十
入

日
の

別
時
を
修
し
、
宗
祀
禀
承

口
决
の
要
旨
を
述

べ

且

つ
は
然
師
報
恩

の
爲

め
、
且

つ
は
念
佛
興
隆

の
爲
、
弟
子
が
昔

の
聞

に
任
せ
、
沙
聞
が
相
傳

に
よ

つ
て
、
之
れ
を
録

し
留

め
て
向
後

に
賠
る
、
仍

て
末
代
の
疑
を
决
せ
ん
が
爲
、
未
來
の
證

に
備

へ
ん
が
爲
、
手
印
を

以

て
證
冠
爲
す
。

(
授
手
印
序
丈
)

ε
仰

せ
ら
れ
、
叉
此
書
裏
書

に
は
、
一
念
義
、
弘
願
義
、
寂
光
土
往
生
義
等

の
異
端
を
列
擧
し

て
、
正
流
の
反
逆
者
、
無
道

心

.
無
後
世
心
者
な
り
ど
糺

彈
し

て
、

遘
般

の
破
邪
顯
正
の
爲

に
此
書

を
述
作
し
た

ご
あ
る
o

然
か
る
に
東
宗
要
四
、
慱

心
鈔
の
記
述

に
由

る
ビ
、

二
租
鎭
西
門
下

に
、
至
誠
心
の
鱧

に
就

て
、
修
阿

ε
敬
蓮
瓧

さ
相
諍

ふ
こ
ε
あ
り
、
修
阿
の
門

人
滿
願
瓧
は
、
師

に
背
き
て
敬
蓮
瓧

に
與
み
し
、

二
祀
を
欺
き

て
證
を
得
た
が
、

二
祀
は
此

の
滿
願
瓧

の
行
爲
を
惡
み

て

破
門

さ
れ
た
〇

二
租
は
此
等

の
訛
謬
の
事
實
を
憐
み
、
上

世
の
傳
心
を
印
定

せ
ん
が
爲
、
此
授
手
印

一
卷
を
製
作

さ
れ
た



事

に
な

つ
て
あ
る
o

さ
て
此

の
二
の
事
實
の
相
違

に
就

て
、
古
來

の
諸
師
は
此
等

の
事
實
を
認

め
な
が
ら
、
其
間
何
等
の

關
係
を
付
け

て
居
ら
ぬ
が
、
授
手
印
相
備
録

に
は
、
此

二
事
實
㍗

關
係
を
付

け

て
之
れ
を
因

ε
縁

ε
に
見
立

て
、

凡
そ
斯
の
書
の
興
起
、
因
あ

b
縁
あ

り
、
領
解

(
序
文
同
之
)
は
其
起
因
を
辨
し
、
宗
要
は
其

の
起
縁
を
明
す
、
因
縁

相
ひ
依

て
斯
の
書
を

成
す
云
々

斯
く
述
作
の
動
機
は

さ
り
な
が
ら
、
正
し
ぐ

授
手
印
蓮
作

の
年
代
は
、

い
つ
頃
で
あ

つ
た
か
ε
云

へ
ば
、
恰
も
宗
祀
法
然
上
人
御
入
滅
後
十
七
回
忌

に
當

る
年
、
後
堀

川
天
皇
の
安
貞

二
年
、
三
祀

記
主
禪
師
入
門

九
年
前

の
冬
十

一
月

で
、
鎭
西
上
人
六
十
七
歳

の
時

で
あ

つ
た

、
本
文

(
正

宗
分
)
の
終

に
、

ラ
ン

ノ

ニ
モ

干
時
安
貞

二
年
十

【
月

二
十

入
日
、
以
こ自
筆
一
書
、
無

時
形
見
○

叉
裏
書

(
餘
人
の
書
添

へ
た
る
分
)

に
は

肥
後
國
往
生
院
t
於

て
、
安
貞

二
年
十
月

二
十
五
日
よ

り
四
十
八

日
の
念
佛
を
始

め
ら
る
、
筑
後
の
上
人
同
三
十

日
御

渡
あ
り
、
入
阿
は
十

一
月
四
日
酉

の
時
よ
り
道
塲
に
入
り

て
念
佛
を

申
す
、
此
間

に
上
人
、
末
代

の
爲

に

一
の
丈
を
造

り
給

へ
り
、
末
代
念
佛
授
手
印
是
な
り
、
廿
七

日
に
是
を
書

き
始

て
。
同

二
十
八

日
に
是
を
書

き
果

て
畢
り

ぬ
o

二
十

九

日
巳
の
時

に
是
を
點
し
給

へ
り
o

之

れ
に
よ
れ
ば
授
手
印
は
前
後

三
日
の
間

に
完
成

さ
れ
た
事

に
な
つ
て
あ

る
o
述
作
後
之
れ
を
弟
子

に
授
け
ら
れ
た
の
は

三
五



三
六

只

甬
人
で
は
な
ぐ
、
能

く
正
法
傳
持

に
堪
ゆ
る
者

に
は
授
與

さ
れ
た
ら
し

く
、

そ
し

て
其
書
物

ど
し

て
の
體
裁
も
、
そ
れ

く

違

つ
て
居

る
の
で
あ

つ
て
、
所
謂
異
本

が
あ
る
譯

で
あ

る
、
大
玄
の
傳
法
集
録

に
は
入
本
あ
り
ε
記
し
、
義

山
は
翼

讃

四
十
・六
へに
七
本
を
列
擧
し

て
居

る
o

現
今
鎭

西
上
人
の
眞
筆

巴
し

て
存
在

せ
る
も
の
四
本
、
然
か
し
此
等
異
本
相
互
の

比
較
研
究
は
念

省

略
し

て
ぞ

。
(
異
本
の
比
較
對
照
の
考
證
に
就
て

は
昭
和
薪
訂
本
參
照
さ
れ
た
し

)

さ
て
二
祀
鎭
西
上
人

が
三
祀
記
主
禪
師

へ
授
與

さ
れ
た

の
は
、
記
圭

相
傳
本

に
明
記

さ
れ
陀
る
通
b
、
授
手
印
述
作

さ
れ

て
よ
り
後

九
年
、
嘉
頑
三
年
四
月
十
日
に
直
授

さ
れ
た

の
で
あ

る
o
ム
・記
主
相
慱
本
の

授
手
印

の
體
裁

と
三
分
科

に
就

て
は
、
古
來

そ
の
體
裁
、

卷
軸

の
書
で
あ

つ
た
の
が
、
現
今

一
般
使
用

の
も
の
は
便
宜
上

卷
子
本

ε
な

つ
て
居

る
、
而
し

て
開
卷
第

一
に
袖
書

(
四
句

の
偈
)
次

に
序
丈
、
本
文

、
血
脈
相
傳
手
次
、
裏
書

の
順

に

記
載

さ
れ
て
あ
る
o

次
に
三
分
科
の
具
備

に
就
て
は
、
古
來
異
論
あ
り

一
般

に
序
正
の

二
分
の
み
で
流
逋
分
を
缺

く
ε
見

ら

れ
て
ゐ
る
、
義
譽
觀
徹
は

此
書
、
三
段

に
於

て
序
正
は
分
明
な
れ
ご
流
逋
は
明

か
な
ら
す
、
裏
書
は
流
逋

に
當

る
か

(
總
五
重
法
式
私
記
)

叉
薫

譽
在
禪
は

三
段

の
中
、
序
は
上

の
如

く
.
正
宗
は
末
代
念
佛
者

よ
り
助
行
人

に
至
る
の
丈
な
り
、
餘
は
流
逋
な
り
云
々

之
れ
は
古

來
の
義
な
り
無
題
記

の
説

に
よ
る
か
、4
然
か
る
に
此
書
.
唯
序

正
の
み
あ
り

て
流
逋
は
無
し

(
大
五
重
選
定
略
抄
)



1

袖

書

袖
書
、
或
は
表
紙
書
ε
も
云
ふ
、
駈
謂
究
竟
大
乘
等
の
七
言
四
句
の
偈
頌
で
あ
る
Q
此
の
偈
は
記
圭
相
傳
本
の
み
に
限

ら
れ
て
、
異
本
に
は
或
は
偈
の
無
き
も
の
あ
り
、
叉
あ
b
て
も
四
言
四
句
五
言
四
句
互
に
相
違
し
、
綽
阿
相
傳
本
に
は

信
佛
本
願

專
稱
名
號

最
後
終
焉

决
定
往
生

圓
阿
相
傳
本
に
は

信
釋
尊
説
敷
、

憑
彌
陀
之
本
願
、

出
娑
婆
之
舊
宅
、

遊
極
樂
之
新
蓮

生
極
樂
の
相
傳
本
に
は

念
佛
證
文
、

末
代
决
疑
、

ロ
稱
佛
名
、

决
定
往
生

之
れ
に
就
て
貞
極
上
人
は

「諸
本
有
相
逹
難
信
用
」
巴
云
つ
て
居
る
が
、
古
師
の
説
に
よ
れ
ば
偈
の
無
き
本
(
往
生
院
本
)

は
施
入
本
で
あ

つ
て
相
傳
本
で
は
な
い
、
叉
綽
阿
は
在
家
の
禪
門
で
あ
り
記
主
は
學
生
で
あ
る
、
身
分
既
に
異
れ
ば
偈
文

從
て
相
違
ル
て
居
る
の
で
あ
る
、
殊
に
二
租
上
人
は
既
に
然
阿
は
辨
阿
が
若
か
く
な
れ
る
な
り
ε
云
ひ
給
ひ
て

一
宗
弘
逋

の
人
な
り
ε
知
b
給
ふ
故
に
、
肝
要
の
偈
を
袖
書
し
て
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
聖
護
房
薩
生
房
等
も
安
心
の

一
邊
は
相

傳
さ
れ
た
が
、
今
此
偈
は
書
き
與

へ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
、
ビ
云
は
れ
て
あ
る

(
傳
語
金
鍮
論
參
照
)
扨
て
究
竟

大
乘
等
の
四
句
の
偈
は
淨
土

一
宗
の
大
義
を
啓
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
所
謂
要
偈
の
名
あ
る
所
以
で
あ
る
、
貞
傳
集

三
七



三
八

に
は
四
句
の
偈
は
傳
法
相
承

に
は
此
偈
大
切
な
り
、
宗
旨
相
承

の
時

.
此
偈

を
唱
ふ
る
な
り
、
此
偈
文
は
極
樂
敖
圭
の

直
説
三
昧
發
得

の
誠
言
な
り
o

ε
述

べ
、
又
信
譽
巖
宿
は
、

元
租
初
重
に
於

て
此
文
を
書
し

て
傳
ふ
べ
き
も
の
な
れ
ざ
、
他
見
を
憚

る
故
に
之
れ
を
秘
せ
ら
れ
た

が
、

二
祀
は
其
煙

滅
廢
忘
を
恐
れ
て
、
此
書
の
蘊

に
記
る
さ
れ
た

る
な
り
○

偈
文

の
内
容
に
亘

る
解

釋
は

「
五
重
始
末
」

「無
題
記
」
等
詳
細
で
は
あ

る
が

「
授
手
印
相
備

録

扁
最
も
要
領
を
得

て
居

る
o
貞
極

の
五
重
廢
立
抄
、
大
玄
の
傳
法
集
録
や
、
良
茄
見
聞
な
ご
に
は
、
此

の
偈
に
就

て
異
説
を
主
張
し

て
居

る
が
、

所
謂
推
義
不
慱
の
巳
説
ざ
も
云
ふ

べ
く
、
傅
語
金
鍮
論
に
は
、
此
等
貞
極

一
派
の
説
や
新
傳
語
の
説
を
痛
く
非
難
し

て
あ

る
、
然
か
し
今
は
省
略
し

て
置
く
o

(
金
鎗
論
3
以
下
參
照
)

2

序

文

二
祀
上
人
の
正
流
護
持

の
執
血
、
凝

つ
て
此
序

ε
な
り
、
執
筆

の
精
神
遺
憾
な
ぐ
其

の
中
に
蘯

さ
る
、
宗
租
滅
後
、
異

端
の
擡
頭
し
て
正
流
を
湖

濁
せ
ん
ど
す

る
や
、
七
旬
の
老
驅
尚
能
く
信
仰
統
制

の
爲

め
、
破
邪
顯

正
の
第

一
線

に
立

つ
の

氣
魂
、
躍
如

ε
し

て
全
文

に
瀝

れ
、
讀
む
者
涙
滂
泥
ぜ
し

て
禁

じ
得

ざ
ら
し
む
る
の
慨

が
あ

る
o
順

阿
上
人
は

諸
葛
孔
明
の
出
師

の
表
を
見

て
泣

か
ざ
る
者
は
忠
臣
に
あ
ら
す
、
李
密
の
陳
情
書
を
讀
ん
で
慟

せ
ざ
る
者
は
孝
子
に
あ



ら
す
、
此
授
手
印
の
序
文
を
讀

ん
で
威
動
せ
ざ
る
者

は
信
心
の
缺
け
た
者

で
あ
る
○

叉
貞
極
上
人
は

若
し
此

の
師
の
言
を
拜
讀
し

て
涙
を
流

さ
ざ
る
者
は
、
師

の
欷

に
背
く
人
な
り
、
叉
師
の
志
を
威
せ
ざ
る
者

な
b
、
叉

願
生

の
志
な
く
叉
求
法

の
志
な
き
人

ε
云
は
ん
。

叉
義
爆
觀

徹
は

此
序

は
淨
土
宗
の
眼
目
至
要
、
修
行
者

の
目
足
大
遒
な
り
、
幾

回
も
讀

ん
で

35
肝

に
銘
す

べ
し
、
今
時
檀
林

の
傳
法
加

行
の
時
、
之

れ
を
讀

み
之
れ
を
聞
く
の
人
誰
れ
が
信
心
を
威
發
せ
ざ
ら
ん
や
、
是
先
師
實
徳

の
致
す
所
な
り
、
故

に
常

臈
寺
第
九
跫
塞
譽
は
加
行
七

日
の
間
、
毎

日
五
遍
宛

之
れ
を
讀

む
ざ
、
常
輻
寺
の
舊
記
に
見
ぬ
た

り
o

(
總
五
重
法
式

私
記
)

實

に
此
序
文

こ
そ
信
心
喚
發
の

一
大
助
縁
た
る
を
以
て
、
古
來

よ
り
傳
法
加
行
の
儀
式
に
は
必
す
讀
ま
れ
る
定
例

ご
な

つ

て
居

る
の
で
あ

る
o

序
文
の
解
釋
、
内
容

の
分
解

に
就

て
は
今
之
れ
を
略
す
、
就
中
分
科
に
就

て
は
古
來
諸
師
の
意
見
隔

々
で
あ

る
が
、
授
手

印
相
備
録

の
分
科
最
簡
明
で
あ

る
。
(麾
訶
衍
+
二
卷

鎭
西
特
輯
號
參
照
)

3

本

文

(
正
宗
分

)

三
九



凹
O

内
容

の
組
織
は
總
標
別
釋
の
形
式
に
基
き
て
、

二
大
段
に
分
科
さ
れ
、
總
標
で
は
總
括
的
に
所
詮
の
筋
道
を
明
示
し
、
別

釋
に
於
て
は
細
目
に
亘
つ
て
之
れ
を
釋
明
し
最
後
に
其
の
所
明
の
本
意
は
何
處
に
あ
り
や
の
根
本
的
指
導
精
紳

(奥
旨
)

を
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
o
然
か
し
今
授
手
印
の
全
貌
を
視
め
た
時
、
記
主
禪
師
が

「决
答
鈔
下
」

に

抑
も
末
代
念
佛
授
手
印
は
分
明
に
義
道
を
明
か
さ
す
、
其
言
も
亦
少
く
ざ
雖
も
多
く
義
勢
を
含
む
o

ε
云
は
れ
た
如
く
全
丈
簡
單
に
し
て
而
か
も
よ
く
淨
土

一
宗
を
包
客
し
盡
し
得
て
遺
漏
な
き
も
の
で
あ
る
o

總

標

此
-の

「
末
代
念
佛
授
手
印
」
は
、
所
謂
理
論
的
理
解

の
問
題

で
は
な
く
、
事
實

の
實
踐

で
あ
る
事
を
、
總
括
的

に
標
榜

し

て
、

ト

ハ

末
代
念
佛
者
、
知
二
淨
土

一
宗
之
義
一、
修
二
淨
土

一
宗
之
行
一
、
首
尾
次
第
條

々
行
事
o

と
云
は
れ
た
o

元
來
宗
敷
は
固
よ
り
理
論
的

で
は
な
く
、
實
際
的
事
實

の
上

の
現
は
れ
で
な
く
て
は
な
ら

蹌
、
故

に
今

こ

丶
に
義
を
知
b
行
を
修
す

巴
云
は
れ
た
の
も
、
書
物
の
上
や
机

上
に
於

て
理
解
す

る
丈
で
な
く
、
實
地

に
訴

へ
事
實
の
上

ス
ル

に
顯
現
す

る
事
を
意
味
付

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
o

即
ち
文
の
最
後

に

「
條

々
行
事
」

ざ
、
此
.の
行
の
字

は
事
實
的
實
現
を

意
味
す

る
の
で
あ
る
o

「
昭
和
新
訂
本
」

に
は
此

の
行

の
文
字
を
削
除

さ
れ

て
あ
る
が
、
今
授
手
印

一
部
の
精
紳
を
窺

ふ

た
時
、
結
蹄

一
行
の
奥
旨
は
、
單

に
法

の
取
扱

(
約
法
體

)
を
示
さ
れ
π
丈
で
な
く
、
修
行
の
事
實

(
約
行
相
)
を
示
さ



れ
た

の
で
あ

る
か
ら
、
や
は
り
行
の
文
字

あ
る
方
が
、
其

の
意
味
が
明
了
に
現

は
れ
て
居

る
事

に
な
る
Q

さ

て

闇
宗
の
義
を
知
る
ε
は
、
何
う
云
ふ
事
を

知
る
の
で
あ

る
か
、
授
手
印
相
備
録

に
は

宗
義

ビ
は
具
さ
に
は
淨
土

宗
の
奥
義

ε
云
ふ
o
奥
義

ど
は
念
佛
往
生

の
義
理
な
り

(
徹
撰
擇
上

二
+
九
の
傳
也
)
謂
く
機

に
約
せ
ば
廢

立
な
b
、
行
に
約
せ
ぱ
正
定
業

の

「
行
な
り
、
欷
圭
の
意

に
約
す

る
ε
き
は
、
隨
自
隨
他
の
中

に
は
隨
自
意
な
り
、
願

圭
の
意

に
約
す

る
ビ
き
は
、
願
非
願

の
中

に
於

て
簡

ん
で
本
願
を
取

る
な
り
o

斯
の
四
を
解
し
定
む

る
を
宗
義

ε
云
ひ

叉
念
佛
往
生

の
義

理
巴
云
ふ
な
り

o

行
を
修
す

さ
は
、

一
宗
の
行
儀
た

る
、

三
心
五
念

四
修
三
種
行
儀

の
、
隨
自

の
機

の
行
儀
を
實
行
す

る
の
で
あ
る
、
相
備

録

に
は
、

、
.

行
儀

巴
は
具
さ
に
は
修
行
の
方
儀

ε
云
ふ
o

正
し
く
是
れ
行
者
所
修

の
行

に
約
し

て
立

つ
る
所
の
法
な
り
、
故
に
今
此

書

に
擧
く
る
肪
の
五
種
正
行
は
是
れ
宗
旨
門

の
機
法
な
り
、

正
助
分

別
は
是
れ
宗
義
門

の
機
法
な
り
、

三
心
五
念
四
修

三
種
行
儀
は
是
れ
隨
自

の
機

の
行
儀

に
し

て
、
帥
ち
心
行
業
な
り
o

さ
て
授
手
印

一
部
の
、
所
詮
の
要
諦

l
i

宗
ー

は
何
で
あ

る
か
、
叉
そ
の
歸
結
の
落
付

-

體

i

は
何

で
あ
る
か
、

帥
ち
、

授
手
印

の
宗
體
に
就

て
は
、

總
し

て
云
は

"
三
心

五
念

四
修
三
種
行
儀
、
皆
南
無
阿
彌
陀
佛

ε
見

る
を
以

て
宗

ビ
爲
し
、
往
生
淨
土
を
鶻

巴
爲
す
〇

四

一



四

二

抑
も

こ
の
授
手
印
は
、
單

に

一
卷

の
書
物

…
-
-
宗
義
行
儀
の
説
述
i

ε
し

て
視

る
計
り
で
な
く
、
鎭

西
上
人
の
御
精
神

(
密
意

)
の
在

る
所
を
よ
ぐ
く

味
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
故

に
今
此

の
文

に
首
尾
次
第
條

々
芝
み
る
、
其
の
首
尾

次
第

に

就

て
も
、
單

に
説
述

の
首
尾
次
第

ビ
見
た
時
は
、
本
文

(
正
宗
分

)
の
始
絡
は
、
宗
義

行
儀

の
次
第

で
あ
る
こ
ε
の
標
示

に
留
ま
る
o
然

か
し
密
意
の
上
よ
り
見
た
時

は
、
宗
旨
か
ら
宗
義

へ
、
宗
義

か
ら
行
儀

へ
、
更

に
行
儀
中

の
所
具
徳

の
心

行
業
よ
り
能

具
徳

の
奥
旨

ー

一
行
三
昧
ー
i

へ
ε
、
次
第
に
歸
結
さ
れ
行
ぐ
次
第
で
あ
る
o
而
し

て
是
れ
は
法
體

の
上

(
概
念
の
取
扱
)
で
云
ふ
の
で
は
な
く
、
行
相
の
上

(
修
行
の
事
實
)
で
云
ふ
の
で
あ

る
o
斯
く
行
相

に
訴

へ
る
の
で
あ

　

　

　

る
か
ら

「
條

々
行
事
」

冠
仰

せ
ら
れ
た
譯

で
あ

つ
て

「
條

々
事
」

で
は
.
法
體
に
約
す

る
か
行
相
に
約
す

る
か
明
了
で
な

い
、
此

の
點

に
於

て
昭
和
新
訂
本
は
餘
り

に
古
書
文
驗

の
交
渉
や
交
字

の
照
合

に
熱
心

の
餘

り
肝
心

の
密
意

(
二
祀

の
精

神

)
の
明
徴
の
缺

け
し
は
遺

憾
で
あ
る
o

叉
彼

の
書

に
は
義
山
本

に
よ
り
て
序
文
の
後

に
再
び
撰
號

を
挿
入

さ
れ
て
あ

る

が
、
然

し
彼

の
序
文

の
最
終

「
所
筆
記
如
左
」

に
次
で

「
末
代
念
佛
授
手
印
」

の
七
字
は
題
號

ビ
見
す
し

て

一
部

の
總
標

ε
見

る
べ
き
で
あ

る
、

一
部

の
總
標

で
あ
る
か
ら
此

の
下

に
は
選
號

は
不
要

で
あ

る
o
此

の
七
字
の
總
標
の
中
、
末

代
念

佛

の
四
字

の
釋
相
が
、
正
宗
の
初

め

「
末

代
念
佛

ざ
は
淨
土

一
宗

の
義

を
知
り
等
孟
々
」
よ
り
、
干
時
安
貞

二
年
十

一
月

二

十
入

日
申
時
、
以
自
筆
書

、
無

時
形
見
在
御
判
L
ε
あ

る
迄

で
あ
り
、
そ
し

て
授
手
印

の
三
字

の
釋
相
が
、
其

の
次

の

「
左

手
印
右
手
印
等

よ
り
沙
門
辨
阿
在
御
判
」
迄

で
あ
る
o

彼

の
法
華
玄
義

を

一
瞥
し

て
來
た
時
、

其

の
大
部

が
、

結
極

「
妙

法
蓮
華
經
」
の
五
文
字

の
表
現
に
過
ぎ
な
か
つ
だ

が
如

ぐ
、
ム
・
此
の
授
手
印

の
釋
呈
も
、
其

れ
ε
同
樣

の
形
式
を

用
ひ
ら



れ
た
の
で
あ
つ
て
、
今
此
の
正
宗
分
の
全
部
は
末
代
念
佛
授
手
印
の
七
文
字
の
表
現
に
遏
ぎ
な
い
事

ε
な
る
の
で
あ
る
o

別

釋

廣
く
六
重

二
十

二
件
五
十

五
の
法
數
を
擧
げ

て
、
詳
し
く
宗
義

ざ
行
儀
の
要
諦
を
述

べ
て
、
最
後

に
結
歸

一
行
三
昧
の

奥
旨
を
明
か
さ
れ
た

の
で
あ

る
o
亠
ハ
重
の
中
、
初

の
五
種
正
行

ε
正
助
分

別
の
二
段

に
は
宗
義
を
示
し
、
三
心
五
念
以
下

の
段
は
行
儀
を
明
示
さ
れ
π

の
で
あ
る
Q
そ
し

て
此
宗

義
行
儀

の
上

に
就

て
、
指
南
目
録

に
は
、

三
十
t
個
條

の
口
傳
を
示
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
今

は
之
れ
を
省
略
す
っ
(
大
五
重
選

略
鈔
、
五
重
ロ
傳
鈔
、

五
重
聞
書
、
指
南
目
錐
集
等
參
照

)

さ
て
此

の
本
文

(
正
宗
分

)
の
全
貌
を

一
瞥
す

る
ε
、
前
述
の
如
く
單

に
叙
述
の
上
だ
け
に
止
ま
る
事

で
な
く
鎭

西
上
人

御
精
紳

の
意
の
あ

る
所
を
も
窺
は
ね
ば
な
ら

ぬ
必
然
の
結
果

巴
し

て
、
此
別
釋
の
文
を
分
解
す

る
に
當

つ
て
、
古
師
は
説

必
次
第

の
芬
科
巴
密
意
の
分
科
ざ
の
兩
樣
を
立

て
、
以

て
鎮

西
上
人
の
意

を
顯
彰
し

て
居
ら
れ

る
o
説
必
次
第
の
科
ε
は

銘
心
鈔
に
示
さ
れ
た
の
を
云
ふ
、
今
之
れ
を
略
し
、
密
意
の
科
を
圖
表
し
て
參
考
に
供
す
る
○
(貍

贍

鯑

録
參
照
)

正

念

分

科
-

一

一

説

必

次

第

科

(銘
心
鈔
の
分
科
に
同
じ
)

1
二

今

師

密

意

科
-

一

毯
三



一

總

標

⊥

一

別

釋
ー

一

一

宗

義

ー

f
二

行

義

一

宗
義
四
意

二

廢
立
蠏
相
創
如
櫨

一

約
解
相
齶
鎭
西
意
ー

一

心

行

業
I

f

二

三
門
結
合
願
文
ー

四
四

}

ー

一

宗

義

i

二

行

儀

f

.一

宗
義

因

由

(
五
種
正
行
)

ー

二

正
明
宗
義

(
正
助
分
劉
)1

ー

一

總

標

ー

二

別

釋
ー

一

一

正
决

定
廢
立
機
(
於
種
々
行
中
以
下
)

二

約
付
屬
敖
圭
决
定
隨
自
攝
(探
釋
迦
意
ノ
四
字
)

三

約
本
願
主
决
定
願
非
願
異
(探
彌
陀
深
意
ノ
四
字
)

;
四

决
定
正
定
之
業
行
(
於
種
々
往
生
行
中
以
下
)

f

一

安

心

門

(
蝙
心
ノ
ニ
字
)

-

二

起

行

門

(專
念
以
下
ノ
六
字
)

⊥

二

作

業

門

(行
住
以
下
ノ
+
五
字
)

ユ

結

(耄

ノ
李

)



ー

二

約
行
相
黼
本
文
意
ー

一
一總
明
常
念
相

二

別
明
常
念
相

鷺
爨

)

桁
轟

下
)

厂

二

結

上

合

願

三

開
出
宗
義

(
上
人
日
見
以
下
一
段
)

四

引

五

文

(就
此
丈
以
下
)

i
五

助
正
廢
立
辨
別

行

儀
-

一

一

駈
具
徳
法

ー

二

能
且
ハ徳
奥
圖

△

一

三

心

[

厂

二

合

(順
聳

下
)

ー

一

願

意

(是
名
等
ノ
六
字
)

ー

二

正

合

へ順
彼
以
下
)

i

【

助

・

正

(前
五
種
ノ
中
以
下
)

1

二

廢

立

(
若
復
有
以
下
)

ー

一

安

心

-

二

起

行

(
五
種
正
行
)
∴

f

三

作

業

・・

一

勸

示

三
心
標

章

二

三

心

料

簡
i

一

四
五



厂
二

五

↑

[

一

勸
示
五
念
標
章

ー

二

引

文

ー

[

一

禮

讃

序
ー

一

1

正
擧
勸
示
五
念
文

1
2

三
心
五
念
合
釋
傳

⊥

一

往

生

論

皿

1

擧

勸

示

五

念
文

ー
2

正

擧

五

念

釋

「

一

擧
三
心
敷
示

七
丈

二

正
擧
三
心
釋
ー

一

一

至

誠

心
ー

二

深

心
-

【ー

三

回
向
發
願
心
ー

i

三

横

竪

分

別

四
六

i

一

能

治

所

治

-

二

四

句

分

別

ー

三

問

答

ー

一

能

治

所

治

-

二

四

句

分

別

⊥

二

問

答

-

一

能

治

所

治

-

二

名

義

釋

-
三

四

句

分

別

-

一

擧
故
上
人
御
敖
訓

i
二

正
横
竪
分
別
(髭

意
莚

以
下
ゴ

コ

横

具

三

心



。
°.

起

行

五
種

正
行
ー

冨

。

。

作

業
…

一

一

四

修
ー

ー

二

三

種

行

儀
i

⊥

五
正
行
標
章

、二

舉
五
正
行
釋
-

}

1

去黒

i

2

機

へ
五
種
正
行
)

(各
行
助
正
廢
立
初

一有
當
段

次
二
機
有
二
助
正
分
別
段
一
)

△

能

具

奥

圖

厂
二

竪

具

三

心

1

一

四

修

標

章

ー
1

能

治

所

治

ー

二

正

擧

四

修

2

引

文

1
3

誓

不
中
止
誓
式

ー

一

三
種
行
儀
標
章

ー
二

釋

三

種

行

儀
ー

}

1

尋

常

行

儀

2

別

時

行

儀

i
3

臨

終

行

儀

四

七



四
八

一

正

示

圖

i

二

擧

圖

由

丈

(
我
法
然
上
人
日
以
下
)

醐

宗

義

初

め
に
五
種
正
行
を
述

べ
て
、
宗
義

の
因
由
ど
其
の
本
據
を
明

か
し
、
次

に
正
助
分
別
の
段

に
於

て
、
初

に
宗
義

の
四

意

を
明
か
し

(
心
存
三
心
以
下
)

二
に

一
心
專
念

の
文
を
引

て
、
隨
自

意
廢
立
の
機

の
解
相
に
約
す

る
意
を
示
し
、

三
に

開
出
宗
義

の
意
を
彰
し

(
上
人

凹
以
下
)
四
に
五
文
を
引

て

一
心
專
念
の
丈
意
を
釋
し
、
五
ずに
助
正
廢
立
の
辨
別
を
な
し

て
、
詳
し
く
宗
義
を
明
か
さ
れ
だ
の
で
あ
る
o

さ
て

一
心
專
念

の
丈
を
解
相
の
上

よ
り
釋
す

る
事

に
就

て
、

解

相

に
約
す

る
事
は
今
師
當
段

の
正
意
な
う
、
原

ビ
本
文
は
行
相
を
解
す

る
相

に
約
す
、
其

の
所
行

の
相
ε
は
、
五
正

行
正
定
業
の
釋
の
中
、
皆

一
心

の
言
を
麗
ぐ
、
是
れ
心
行
合
明

の
行
相
た

る
故
、
和
語
燈
四
、
歡
記

一
、
决
疑
鈔
四
、

三
心
私
記
、
皆
所
行
の
相
に
約
し

て
釋
せ
り
、
然

る
に
當
段
は
、
上
人
此
文

に
ょ
り
て
宗
義
を
開
出
す

る
邊

に
約
す
、

故

に
本
交

の
能
解

の
相
を
取

て
釋
す

る
な
り
、
决
答
鈔

に
解
相
行
相
の

二
義
倶
に
存

せ
り
云
々

(
授
手
印
相
備
録
)

二

行

儀

行
儀
は
先

づ
所
具
徳

の
法
ご
、
能

具
徳
の
奥

旨

ε
に
二
大

別
さ
れ
る
o



第

剛
所
具
徳

の
法
、
此

の
下
わ
か
れ
て
安
心
門
、
起
行
門
、
作
業
門

の
三
門

ざ
な
る
、
而
し

て
三
心

ざ
五
念

ε
を
合
し

て

安

心
門

ご
な
し
、
五
種
正
行
を
起
行
門

ε
し
、
四
修
三
種
行
儀
を
作
業
門

に
配
せ
ら
れ
た
o

初

に
安
心
門

の
下
、
先
づ
三
心
を
明
か
す

に
當

っ
て

「
念
佛
行
者
必
可
具
足
三
心
事
」

巴
云
ふ

て
廣

く
七
文
を
引
き
て
觀

示
さ
れ
た
、
然

か
し
其
等
の
丈
意
、
何
れ
も
竪

の
三
心

の
み
で
、
横

の
三
心
に
關
す

る
文
相
は
引
用
さ
れ
て
な

い
、
今

其

の
理
由

に
就
て
立
遘
上
人
は

七
丈
倶

に
竪

の
三
心
を
敖
示
せ
り
、
七
文

の
外

に
大
經
逕
小
經

ご
淨
土
論
ご
の
三
心

を
擧
げ

ざ
る
事
は
、
此

三
文
は
倶

に
横

具
の
相

に
約
す

る
故
な
り
、
今

は
未
具
の
者
を
し

て
已
具
ざ
成
ち
し

め
ん
が
爲

に
、
竪

の
三
心
を
敖
示
す

る
な
り

次
に

「
抑
此

宗

一
大
事

ハ此

三
心
也
」
ε
の
結
論

℃
基

き
て
、

三
心
の

一
々
に
就

て
細
釋
し
、
四
句
分

別
し

て
往
生
の
得

不

を
判
せ
ら
れ
た
、
此

四
句
分
別
は
、
鎭
西
上
人

の
獨

創
ε
も
云
ふ
べ
く
、
成
譽
大
玄
上
人

が
、

授
手
印
の
中
、
肝
要
は
三
心
の
四
句
分
別
な
り
、
此
四
句
分
別
は
善
導
も
云
は
ざ
る
事
な
り
。

又
四
句
を
設
け
ら
れ
し
趣
意
に
就

て
、

三
心
は
解
し
難
き
が
故

に
四
句
分
別
あ
り
、
本
書
十
種
の
四
句
、
領
解
鈔
六
種
の
四
句
、
本
末
合

せ
て
十
六
種
の
四
句

總

じ
て
六
十

四
人

の
外
を
出
で
じ
、
吾
身
を
此
六
十
四
人

の
内

に
、
何
れ
に
當

る
か
當

て
丶
見

て
、
往
生

の
可
不
可
を

能

く
知

て
、
往
生

の
人

ご
な
れ
巴
な
り

(
傳
法
集
録
)

次

に
五
念
門
、
先

づ
善
導
の
御
意
、
淨
土
宗

に
入

て
正
助

二
行
を
修
し
、
三
心
を
具
足
す

る
人
は
、
必
す
五
念
門
を
修
す

べ

四
九



五
〇

き
の
事
L

ε
勸
し
、
次
に
禮
讃

の
前
序

ざ
往
生
論

の
文
を
引
き
、
禮
序

の
下

に
は
三
心
五
念
合
釋
の
旨
を
記

る
さ
れ
た
o

さ
て
此
五
念
の
起
行
を
以

て
安
心

に
合
す

る
事
、
元
來
禮
序

の
文

に
於

て
五
念
を
擧
げ
終

て

二

々
門
與
上
三
心
合
L

ε
云

へ
る
に
據
ら

れ
た

の
で
あ

つ
て
、
隨
自

に
約
し
た
塲
合
、
助
正
廢
立

の
爾
機
、
倶
に
三
心
ど
五
念

ビ
を
合
し

て
安

心

ざ
し
、

一
行
三
昧
を
以

て
起
行
巴
爲
し
、
四
修
は
作
業

ビ
な

る
の
で
あ
る
Q

次

に
起
行
門
、
此
下
五
種
正
行
を
釋
す
、
初

に
所
行
の
法
を
舉
げ

て
之

れ
を
釋
し
、
次

に
能
修

の
機
を
料
簡

さ
れ
た
、

さ
て
御
疏
及
選
擇
集
に
於

て
は
五
正
行
の
各
行
に

一
心

の
言
を
置
か
れ
て
あ

る
が
、
ム
・此
授

手
印

に
は
之
れ
を
除
か
れ
て

あ
る
理
由

に
就

て
、
古
師
の
意

に
よ
れ
ば
彼

は
機
行
合

せ
明
か
さ
れ
た

が
、
今

は
機
巴
行

ど
を
離
し

て
明

か
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
、
所
謂
五
正
行
は
所
行

の
法
で
あ
る

か
ら
、
た

ε
ひ
三
機
相
違
し

て
も
、
其
の
所
行

の
法
は
共

に
之
れ
五
正
行
な

る
事
を
知
ら
し

め
ん

が
爲

で
あ
る
o

叉
選
擇
集
三
輩
章
の
廢
立
助
正
傍
正
ざ
、
今
此

三
機

ご
の
同
異

に
就

て
は
、
所
詮
同

一
な
れ
ご
義
門
少
し
く
相
蓮
し

て

居

る
、
彼

れ
は
念
佛

ざ
諸
行

ご
を
相
對
し

て
三
機
を
立

て
、
そ
の
中
、
廢
立

ε
助
正
は
付
屬

ε
願
意
ε
佛
意
ε
に
望

め
て

隨
自

の
機

ざ
云
ひ
、
傍
正
は
機

の
儘

に
法

を
執
す
る
故

に
隨
他

の
機

ビ
云
は
れ
る
の
で
あ

る
、
今
授
手
印

は
諸
行
を
選
捨

し

て
、
五
種
正
行
の
中

に
於
て
、
此

三
機
を
分
別

さ
れ
た
の
で
あ

る

(
西
宗
要

二
)

後

に
作
業
門

こ
の
下

四
修

ε
三
種
行
儀

ビ
を
明
か
さ
れ
た
が
、

四
修
ざ
三
種
行
儀

ど
は
開
合

の
關
係

が
あ
る
か
ら

で
あ

る
o



四

修

三

種

行

儀

開

合

關
係

恭

敬

修

無

餘

修

無

間

修
、

良

時

修

尋

尋

行

儀

唯
願
往
生
の
意
業

別

時

行
遜

臨

絡

行

儀
}

見

佛
定

の
意

業

四
修
と
三
種
行
儀

の
關
係
、
今
此

の
四
修

ε
三
種
行
儀

ε
が
同

じ
く
作
業

ε
せ
ば
、
彼

の
禮
序
の
如
く
唯
四
修

の
み
を
擧

げ

お
き

て
も
事
足

る
べ
し
、
何
故

に
今

更
に
三
種
行
儀
を
煩
ら
は
し
く
擧
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
か
o

之
れ
に
就

て
右
師

の

義

に
よ
れ
ば
、
四
修

ご
三
種
行
儀

ざ
は
共

に
作
業

ざ
は
す
れ
ご
、
其

の
意

に
於
て
大
紅
相
逹
す

る
點

が
あ

つ
て
、

四
修
の

外

に
三
種
行
儀
を
立

つ
る
所
以
は
、
四
修
は
三
種
行
儀
よ
り
開
き
出

せ
る
故
、
四
修
ざ
三
種
中

の
尋
常

ε
は
、

共

に
唯
往

生

を
願
ふ
意
業
で
あ

る
が
、
別
時

ε
臨

絡
ε
の
二
は
共

に
見
佛
定
の
意
業
で
あ

る
o

そ
れ
故

四
修
の
外

に
三
種
行
儀
を
舉

げ
ら
れ
た
譯
で
あ

る
、
若
し
然
ら

ば
禮
序

に
於
て
三
種
行
儀
を
擧
げ

て
な

い
の
は
未
盡

理
で
あ
る
か
ど
云

ふ
に
、
然
ら
す

禮
序
は
尋
常
行
人

の
行
相
を
釋
さ
れ
だ

の
で
あ

る
か
ら
、
唯
四
修
の
み
を
釋
さ
れ
た

の
で
あ
る
o

叉
別
時
臨
絡
は
倶
に
見

佛
定
の
意
業
で
あ

る
か
ら
、
、
觀
念
法
門

の
中

に
於

て
之
れ
を
釋
さ
れ
た
の
で
あ

る
、
叉
彼

の
選
擇
集

の
中

に
唯
四
修
を
擧

げ

て
三
種
行
儀
を
判

せ
ら
れ
な
か

つ
た

の
も
、
全
く
此
意

に
よ
る
の
で
あ

る
o

又
今
此

の
授
手
印
の
所
釋
は
尋
常
行
人

の
修
相

で
あ
る
、
さ
れ
ば
三
種
行
儀

(觀
麟
舘
肋
意
)
を
列

へ
擧
ぐ
る
は
如
何

な
る

ニ
ハ

レ
ノ

ニ
モ

シ

テ

譯

で
あ

る
か
、
之

れ
に
就

て
は
前
の
宗
義
段

に
於

て
既

に
云

へ
る
が
如
く

「
三
種
行
儀
中

雖

レ逋
二何

行
儀
一
別
尋
常
行
儀

五

一



五

二

之
意
也
L

ビ
、
授
手
印

の
本
意
は
尋
常
行
儀
で
は
あ

る
が
、
念
佛

の
言
、

三
種

に
逋
す
る
か
ら
今

別
時
臨
終

の
意
を
擧
げ

た
譯

で
あ

る

(授
手
印
相
備

録
)

第

二
能
具
徳

の
奥
冒

此
段
の
下
、
初

に
圖
示
、
.
次
に
圖
由
の
丈
、

「
釋
し

て
曰
く
我
法
然
上
人
の
言
ひ
給
は
く
、
善
導
の
御
釋
を
拜
見
す

る

に
云
々
」

巴
仰
せ
ら
れ
た
、
此

の
意
の
所
詮
、
從
來
釋
す

る
所

の
三
心
五
念

四
修

三
種
行
儀
、
皆
之

れ

一
行
三
昧
南
無
阿
彌

陀
佛
を

正
業

ど
爲
す
、
此

の
行
の
上

に
作
り
着
け
だ
る
三
心
な
り
ε
知
ら
し

め
ん
が
爲
で
あ

る
、
要
す

る
に
上

の
三
心

の

安
心
も

一
行
三
昧
南
無
阿
彌

陀
佛

の
上

の
安
心

な
り
、

五
念
四
修
三
種
行
儀
、
起
行
も
作
業
も
皆
ま
た
同
然

で
あ

る

(疑
問
鈔
下
終

)

今

こ
の
奥
旨
は
法
體

に
約
す

る
か
修
相

に
約
す

る
か
に
就

て
古
師
の
意

に
ょ
れ
ば
、

こ
れ
修
相
に
約
す

る
な
り
o

(
銘

心
鈔
下
22

)

リ

ケ
タ
ル

「
三
心

五
念
等
、
皆
見
南
無
阿
彌
陀
者
、
是

作
二
著

衆
生
所
修

相
傳
也
」
上
來
釋
せ
し
處

の
心
行
業
は
不
具

ど
未
具

ε

の
者
を
し

て
、
已

に
三
心
を
具
せ
し

め
ん

が
爲

の
手
引

で
あ

つ
た

が
、
今
茲

t
至
つ
て
初

め
て
上
來

の
心
行
業
皆
南
無

阿
彌
阿
佛

ε
見

る
位

で
あ

つ
て
、
之
れ
己
具
三
心
の
修
相
で
あ

る
o
若
し
法
髓

に
約
す

る
時
は
心
行
業
各
離
る

丶
が
故

に
皆
南
無
阿
彌
陀
佛

ご
は
見

な

い
の
で
あ

る
o
淨
土

宗
の
意
、
彌
陀
因
位
思
惟
中
、
此
衆

生
所
修

の
儘
に
、
作
り
著
け

て
誓

ひ
給

ひ
し
故
、
衆
生

こ
の
心

行
業
を
修
す
れ
ば
、
則
ち
因
願
に
酬
ひ
て
名
義
具
足
の
亘
盆
あ

る
な
り
、
是
れ
を
彼



此

三
業
不
相
捨
離

ε
云
ふ
の
で
あ
る
o

(
授
手
印
相
備
録

)

叉
此

の
能
具
の
奥
旨
た
る

結
鎰

一
行
の
奥

圖

こ
そ
、
授
手
印
全
體

の
歸
結

ど
な
る
の
で
あ

つ
て
、
授
手
印

の
奥
旨
全
く
此

の
奥
圖

に
あ
り
、
奥
圖

は

禮
讃
の
前
序
に
よ
る
の
で
あ
る
巴
見
立
て
る
の
が
白
籏
相
傳
の
正
義
で
あ
る
。
(
轟

鏃

軆

重
參
照
)

然
か
る
に
名
越
派
に
あ
り
て
は
授
手
印
の
宗
義
行
相
を
選
擇
題
下
の
ロ
傳
ε
し
、
宗
義

ε
は
選
擇
集
第

一
章
聖
淨
二
門

の
敷
相
之
れ
に
當
り
、
行
相
は
第
二
章
以
下
正
雜
二
行
で
あ
る
ざ
云
ふ
(齲
ロ
傳
題
下
續
淨
十
四
緲
參
照
)

此
名
越
義
に
樹
し
て
は
了
曉
の
五
重
指
南
目
銀
集
に
は
無
相
傳
の
推
義
で
あ
る
ど
非
難
し
、
聰
譽
の
無
題
記
に
は
名
越

の
義
を
斥
け
、
授
手
印
は
選
擇
相
傳
で
な
い
事
を
辨
明
し
て
あ
る
o
然
か
る
に
近
代
憩
谷
大
周
師
の
傳
法
浩
革
依
憑
詮
考

に
は

「授
手
印
は
選
擇
集
の
末
書
巴
見
る
べ
し
、
宗
義
行
相
の
分
別
は
選
擇
集
十
六
章
段
の
中
、
第
八
第
九
の
二
章
を
行

相
ビ
し
、
餘
の
十
四
章
を
宗
義
ざ
見
立
て
給
ふ
な
り
云
々
」

ε
あ
る
が
、
之
れ
其
當
時
既

に
非
難
の
聲
高
く
、
扶
宗
公
論
四

十

一
號

に
爾
古
道
人
、

「授
手
印
の
奥
旨
に
就
て
」

ど
題
し
て
祚
谷
師
の
義
を
反
駁
さ
れ
た
、
要
す
る
に
授
手
印
を
選
擇

集
の
末
書
な
り
ε
速
斷
し
、
叉
そ
の
奥
旨
を
選
擇
集
の
章
段
に
配
せ
ん
ε
す
る
は
、
所
謂
推
義
不
傳
の
類

ε
も
云
ふ
べ
き

か
、
又
は
綿
密
を
缺

い
た
輕

き
思
ひ
付
き
の
義

ε
で
も
云
ふ

べ
き
で
あ

る
、

つ
く
く

古
師
の
指
南

に
基
き
授
手
印
内
容

の
精
紳

に
立
入

り
、

而
る
後

選
擇
集
を
再

び
見
直
し
た
時
、
彼
等
の
説

の
非

な
る
事

が
明
了
巴
な

つ
て
く

る
。

4

血

脈

相

傳

手

次

五
三



玉
四

此

の

一
段
は
記
主
相
傳
本

の
み

に
あ

る
だ
け
で
餘
本

に
は
無

い
の
で
あ
る
o

つ
ま

り
器
量

の
人
を
簡

ん
で
授
け
ら
れ
た

の
で
あ
り
、
從

つ
て
傳
授

の
上
t
於

て
も
時

ざ
法
ご
'に
異

が
あ
な
o

但
此
傍
人
傳
法
授
手
印
傳
法
、
時
法
倶
異
、
時
異
者
記
圭
授
手
印
傳
受
、
嘉
頑
三
年
卯
月
十

日
巳
時
、
傍
人
傳
受
同
年

八
月

一
日
也
、
法
異
者
授
手
印
者
自
行
往
生
傳
法
也
、
此

手
次
者
自
他
往
生
傳
法

也
、
效
簡
其
器
量
所
授
、
所
以
者
何

有
下
雖
具
三
心
依
人
有
所
得
心
難
治
之
人
上
故
、
鎭
西
座
下
、
傳
傍
人
者
記
主

一
師
歟
、
唯
記
主
傳
授
之
本
而
已
、
有
此

手
次
、
餘
本
無

之
故
也

(
授
手
印
相
備

録
)

さ
て
ム
ー此
-の
血
脈

手
次
の

一
文
を
窺

ふ
て
見

る
に
四
意
あ
り
、

一
に
上
來
釋
せ
し
駈
の
授
手
印

に
擧
ぐ
る
旨
行
の
傳
法
、

二
に
眷
病
方
用
の
傳
法
、

三
に
傍
人
回
向

の
傳
法
、
四

に
璽
書
手
次
で
あ

る
、
詳
細

は
略
し

て
攪
く
o

5

裏

書

裏
書

に
は
初

に
今

こ
の
授
手
印

に
は
宗
敷
的
證
驗
あ
り
し
事
を
叙
し
、

二
に
別
時
念
佛
結
衆

の
連
名

を
列
擧
し
、
三
に

授
手
印
學
行
者
を
勸
誡
し

て
唯
稱
名
を
勸

め
ら
れ
、
四

に

一
念
義
弘
願
義
等

の
邪
義
を
畢
げ
、
互

に
柳
信
す

べ
き
先
達
三

師
を
列
擧

さ
れ

て
あ

る
o

さ

て
此
裏

書

の
初

の

一
部
分
は
後
人

の
書
添

へ
で
あ

つ
て
、
佛
言
唯
除
以
下

が
正
し
く
鎭
西
上
人

の
自
筆

で
あ
る
o

逋
譽

上
人

曰
く
、



初

め
肥
後
國
往
生
院
よ
り
、
往
生
院

に
之
れ
を
留
む

に
至
る
迄
は
、
辨
師
の
裏
書

に
あ
ら
す
、
既

に
上
人
御
渡
あ
り
ε

云

ひ
、

或
は
辨
師
御
年
ε
あ

る
が
故

に
、
後
人
表
書
の
末

に
書

き
加

へ
し
を
、
叉
後

に
誤

り
裏

に
書

き
し
な
ら
ん
、
正

し

く
辨
師
の
裏
書

は
佛
言
唯
除
以
下

な
ら
ん

(
總

五
重
法
式
私
記
)

叉

こ
の
裏
書

な
さ
れ
し
意
旨

に
就

て
は

表

に
書

き
て
授

手
印
の
攝

ビ
爲
す

べ
し
何

ん
ぞ
裏

に
書
き
給

ふ
や
、
答
授
手
印
は
唯
相
傳
の
義

道
を
顯
は
し

て
門
徒

に

之
を
授
け
、
裏
書
は
餘

流
の
義

は
相
傳
の
義

に
非
ざ
る
事
を
標
せ
ら
れ
し

な
り
、
中

に
於

て
初

に
誹
謗
の
罪

を
恐
れ
て

他
見
を
誡

め
、
獪

の
下

は
不
生
義
を
標
し
、
近
代

の
下

は
別
し

て
不
生
義
を
顯

は
し
、
後

に
日
本

の
下
は
正
義

の
師
を

擧
げ

て
不
正
義
を
捨

て
し
む
る
な
り

(
總
五
重
法
式

私
記

)

三

結

上
來
授
手
印
内
容
の
大
旨
を
略
述
せ
し
が
要
す

る
に
二
重
の
要
旨
は
授
手
印
の
奥
旨

「源
室
が
目
に
は
三
心
も
五
念
も

四
修
も
皆
倶
に
南
無
阿
彌
陀
佛
ε
見
ゆ
る
な
り
」
の
結
歸

一
行
三
昧
で
あ
つ
て
、
宗
欷
的
實
踐
の
要
諦
、
念
佛
往
生
の
目

足
た
る
の
で
あ
る
○
蓋
し
本
書
は
そ
の
裏
書
に
「
不
可
加
減

一
句

一
字
穴
賢
」
巴
仰
せ
ら
れ
、
記
主
禪
師
は
决
答
鈔
に
「
抑

末
代
念
佛
授
手
印
者
、
雖
芬
明
不
顯
義
道
、
而
其
言
亦
少
、
多
含
義
勢
、
然
者
不
聞
ロ
傳
之
人
、
輙
以
難
是
非
」

ざ
示

さ
.

れ
て
あ

る
o

吾
等
如
き
淺
學
菲
才
の
徒
、
だ

w
租
説
を
冐
濱
せ
ん
こ
置
を
恐

る
の
み
で
あ
る
o
茲

に
た
ま
ぐ

本
號

の
發

翫
五



五
六

刊

に
際
し
、
不
肯
此

れ
が
分
擔

の
籌

に
當

る
。
し

か
も
こ

丶
に
記
す

る
ε

こ
ろ
は
既

に
十

二
卷
鎭
西
特
輯
號

に
發
表
し
た

が
、
編
者

の
請

に
任
せ
て
、
再

び
是
れ
を
記
す

る
事

に
し
た
o
讀
者
之
を
諒
せ
よ
o


